令和6年度
釜石市専任移住コーディネーター業務委託仕様書
釜石市商工観光課U・Iターン推進係
釜石市専任移住コーディネーターの業務委託の業務内容及び業務範囲は、釜石市専任移住コーディネーター設置要綱及びこの仕様書による。
１.　業務委託名

　(1)　業 務 名　釜石市専任移住コーディネーター業務委託
　(2)　活動場所　釜石市内及び首都圏等
　　　　　　　　 釜石市商工観光課U・Iターン推進係内に机等を設ける。
　　　　　　　　(しごと・くらしサポートセンター・イオンタウン釜石２F)
２.　委託期間
　　契約締結の日から令和7年3月31日まで
３.　業務内容
受託者は以下の業務を実施する。なお、イベント及びお試し移住プログラムの実施等について、やむを得ない事情(感染症等の流行等)により、現地及び対面での実施が困難な場合は代替の実施方法及び業務内容について、市商工観光課Ｕ・Ｉターン推進係(以下「市」という。)と協議のうえ、変更及び決定することができる。
(1)　東京等の首都圏にて釜石市への移住を促すコミュニティイベントの企画
及び実施
　①　委託期間内で3回以上実施すること。
②　企画内容の検討を行い、市へ提案し、承諾を得た後、実施すること。
(2)　2回実施するオンライン自主イベントの企画及び実施
市が実施するオンライン自主イベントについての打ち合わせ等へ参加し、
企画の補助及びイベント当日の対応を行うこと。

(3)　釜石市お試し移住パック「かまくら」と併せて提供するお試し移住プロ
グラムを企画し、実施すること。
　①　委託期間内で3つ以上企画し、3組程度の利用者を確保すること。
　②　企画内容の検討を行い、市へ提案し、承諾を得た後、実施すること。
(4)　コミュニティ接続等の個別の伴走支援
有力な移住者を発掘し、各種移住イベント及びお試し移住プログラムの利　
用へつなげ、市への移住に向けたあらゆる伴走支援を市と協働で行うこと。

(5)  釜石市地域おこし協力隊募集に向けた企画検討への参画
一体的で多様な移住促進を目指し、釜石市地域おこし協力隊の募集に向け
た企画検討へ参画すること。

(6)　事業承継支援策の企画検討への参画
　一体的で多様な移住促進を目指し、移住時の起業、事業承継に向けた企画検
討へ参画すること。
　(7)　活動の記録と報告
①　本業務に基づく活動を行った場合は、活動内容(活動場所、対応時間、
打ち合わせの相手方、打ち合わせの概要、実施内容、参加者数、イベン
トの写真等)を日報(任意様式)に記録し、保管すること。
②　月ごとに業務完了報告書(任意様式)を市へ提出すること。併せて日報も
提出すること。
　(8)　業務委託実績報告書の作成と提出
委託業務完了時には、委託期間内に実施した業務を、業務委託実績報告書
(任意様式)としてとりまとめ、提出すること。

4.　対象経費
　人件費相当分1,922千円(税込み)諸経費相当分694千円(税込み)を上限とし、諸経費相当分の対象となる経費は以下のとおりとする。
また、イベント等の実施にあたり利用料などの金銭を徴収することはできないものとする。ただし、食糧費及び材料費、保険料等の参加者が負担すべきと判断できる経費については、市と協議のうえ、参加者から徴収することを認めるものとする。
　(1)　旅費(イベントの開催に伴うものに限る。)
(2)　ゲスト、受入団体等への報償費(イベントの開催に伴うものに限る。)
(3)　会場使用料

(4)　使用料及び貸借料
(5)　消耗品費

(6)　印刷製本、コピー使用料等
5.　委託料の支払い
(1)　委託料は以下のとおり、人件費相当分を次のとおり9回の分割払いとし、諸経費相当分は3回の分割払いを、人件費相当分の支払いと併せて支払うものとする。
(2)  月別業務完了報告書に基づき、業務が適正に履行されていると判断される場合、稼働月の翌月に指定の口座へ振り込みを行うものとする。
(3)  諸経費相当分は、業務完了時(3月分支払時)に精算を行うものとする。
	対象月
	総額
	人件費
	諸経費

	令和6年7月分
	445千円
	213千円
	232千円

	　　　　8月分
	213千円
	213千円
	

	　　　　9月分
	213千円
	213千円
	

	　　　　10月分
	444千円
	213千円
	231千円

	　　　　11月分
	213千円
	213千円
	

	　　　　12月分
	213千円
	213千円
	

	令和7年1月分
	213千円
	213千円
	

	　　　　2月分
	213千円
	213千円
	

	　　　　3月分
	449千円
	218千円　
	231千円

	計
	2,616千円
	1,922千円
	694千円


6.　会計処理等
　委託費の会計処理については次によるものとする。
　(1)　独立した口座を開設すること。
　(2)　専用の帳簿を設け、費用区分に従い整理すること。
  (3)　支出の根拠となる請求書、領収書等を保存すること。
7.　その他

(1)　受注者は、本業務中に生じた事故に対して一切の責任を負うものとし、事故状況等を速やかに発注者に報告し、最善の処置を行わなければならない。　　
また、損害賠償の請求があった場合には、受注者が自己の責任において一切の処理をするものとする。

(2)　業務により得られたあらゆるデータ及び成果品は、釜石市に帰属するものとし、釜石市の許可なく他に使用あるいは公表してはならない。

(3)　本仕様書に記載のない事項又は本仕様書に疑義が生じた場合は、発注者及び受託者が協議の上定めるものとする。
